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第１章 総 則

（目的）

第１条 この条例は、すべての子どもが人間として尊

ばれる社会を実現することが子どもに対するおとなの

責務であるとの自覚にたち、かつ、次代を担う子ども

の人権の尊重は社会の発展に不可欠な要件であること

を深く認識し、本市における児童の権利に関する条約

（以下「子どもの権利条約」という ）の積極的な普。

及に努めるとともに、川西市子どもの人権オンブズパ

ーソン（以下「オンブズパーソン」という ）を設置。

し、もって一人一人の子どもの人権を尊重し、及び確

保することを目的とする。

（子どもの人権の尊重）

第２条 すべての子どもは、権利行使の主体者として

尊重され、いかなる差別もなく子どもの権利条約に基

づく権利及び自由を保障される。

２ 本市及び市民は、子どもの権利条約に基づき、子

どもに係るすべての活動において子どもの最善の利

益を主として考慮し、子どもの人権が正当に擁護され

るよう不断に努めなければならない。

３ 本市は、子どもの権利条約に基づき、子どもの教

育についての権利及び教育の目的を深く認識し、すべ

ての人の基本的人権と自由を尊重して自己の権利を正

当に行使することができる子どもの育成を促進すると

ともに、子どもの人権の侵害に対しては、適切かつ具

体的な救済に努めるものとする。

（定義）

第３条 この条例において「子ども」とは、子どもの

権利条約第１条本文に規定する 歳未満のすべて18

の者及び規則で定める者をいう。

２ この条例において「子どもの人権案件」とは、本

市内に在住、在学又は在勤する子どもの人権に係る事

（ 「 」 。）項 以下 本市内の子どもの人権に係る事項 という

のうち、本市内に在住、在学又は在勤する子ども又は

（ 「 」 。）おとな 以下 本市内の子ども又はおとな という

から擁護及び救済の申立てを受けてオンブズパーソン

が調査し、処理する案件並びにオンブズパーソンが自

己の発意により擁護及び救済が必要と判断して調査

し、処理する案件をいう。

３ この条例において「市の機関」とは、市長その他

の執行機関その他法律の規定に基づき本市に置かれる

機関（議会を除く ）若しくはこれらに置かれる機関。

又はこれらの機関の職員であって法令により独立に権

限を行使することを認められたものをいう。

第２章 オンブズパーソンの設置等

（オンブズパーソンの設置）

第４条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定に基づく市長の付属機関と

して、オンブズパーソンを置く。

（オンブズパーソンの組織等）

第５条 オンブズパーソンの定数は、３人以上５人

以下とする。

２ オンブズパーソンのうち１人を代表オンブズパー

ソンとし、オンブズパーソンの互選によりこれを定め

る。

３ オンブズパーソンは、人格が高潔で、社会的信望

が厚く、子どもの人権問題に関し優れた識見を有する

者で、次条に規定するオンブズパーソンの職務の遂行

について利害関係を有しないもののうちから、市長が

委嘱する。

４ オンブズパーソンの任期は、２年とする。

５ オンブズパーソンは、再任されることができるた

だし、連続して６年を超えて再任されることはできな

い。

６ 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職

務の遂行ができないと認められる場合又は職務上の

義務違反その他オンブズパーソンとして明らかにふさ

わしくない行為があると認められる場合を除いては、

そのオンブズパーソンを解職することができない。

（オンブズパーソンの職務）

第６条 オンブズパーソンは、次に掲げる事項を所掌

し、子どもの人権案件の解決に当たる。

子どもの人権侵害の救済に関すること。(1)

子どもの人権の擁護及び人権侵害の防止に関す(2)

ること。

前２号に掲げるもののほか、子どもの人権の擁(3)

護のため必要な制度の改善等の提言に関すること。

（オンブズパーソンの責務）

第７条 オンブズパーソンは、子どもの利益の擁護者

、 、及び代弁者として 並びに公的良心の喚起者として
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本市内の子どもの人権に係る事項についての相談に応

じ、又は子どもの人権案件を調査し、公平かつ適切に

その職務を遂行しなければならない。

２ オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たって

は、関係する市の機関との連携を図り、相互の職務の

円滑な遂行に努めなければならない。

３ オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的

目的のために利用してはならない。

４ オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。

（市の機関の責務）

第８条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂

行に関し、その独立性を尊重し、積極的に協力、援助

しなければならない。

（兼職等の禁止）

第９条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参

議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は

政党その他の政治団体の役員と兼ねることができな

い。

２ オンブズパーソンは、本市に対し請負をする企業

その他これに準ずる団体の役員又はオンブズパーソン

の職務の遂行について利害関係を有する職業等と兼ね

ることができない。

第３章 救済の申立て及び処理等

（救済の申立て等）

第１０条 子ども及びおとなは、何人も本市内の子ど

もの人権に係る事項についてオンブズパーソンに相談

することができる。

２ 本市内の子ども又はおとなは、個人の資格におい

て、本市内の子どもの人権に係る事項について、オン

ブズパーソンに擁護及び救済を申し立てることができ

る。

３ 前項の申立ては、口頭又は文書ですることができ

る。

４ 第２項の申立ては、代理人によってすることがで

きる。

（調査等）

第１１条 オンブズパーソンは、前条第２項の申立て

を審査し、当該申立てが本市内の子ども又はおとなか

ら行われ、その内容が本市内の子どもの人権に係る事

項であって、かつ、第６条各号のいずれかに該当する

と認める場合は、当該申立てに係る調査を実施するこ

とができる。

２ オンブズパーソンは、前条第２項の申立てが擁護

及び救済に係る子ども又はその保護者以外の者から行

われた場合においては、当該子ども又は保護者の同意

を得て調査しなければならない。ただし、当該子ども

が置かれている状況等を考慮し、オンブズパーソンが

特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

３ オンブズパーソンは、本市内の子どもの人権に係

る事項についての相談又は匿名の擁護及び救済の申立

てその他の独自に入手した情報等が第６条各号のいず

れかに関するものであると認める場合は、当該情報等

に係る調査を自己の発意により実施することができ

る。

４ オンブズパーソンは、前条第２項の申立て又は独

自に入手した情報等の内容が次の各号のいずれかに該

当すると認める場合は、当該申立てに係る調査又は当

該情報等に係る調査を実施することができない。

重大な虚偽があることが明らかである場合(1)

オンブズパーソンの身分に関する事項である場合(2)

議会の権限に属する事項である場合(3)

前３号に掲げるもののほか、調査の実施が相当でな(4)

いことが明らかである場合

５ オンブズパーソンは、第１項又は第３項の調査を

開始した後においても、その必要がないと認めるとき

は、当該調査を中止し、又は打ち切ることができる

（調査の方法）

第１２条 オンブズパーソンは、必要があると認める

ときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有す

る関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提

出を求めることができる。

、 、２ オンブズパーソンは 必要があると認めるときは

市民等に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力

を求めることができる。

、 、３ オンブズパーソンは 必要があると認めるときは

専門的又は技術的な事項について、専門的機関に対し

調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。この

場合において、オンブズパーソンは、依頼した事項の

秘密の保持に必要な措置を講じなければならない。

（申立人への通知）

第１３条 オンブズパーソンは、第１１条第１項に規

定する審査の結果について、これを 速やかに第１０

（ 「 」 。）条第２項の申立てをした者 以下 申立人 という

に通知しなければならない。

２ オンブズパーソンは、第１０条第２項の申立てに

ついて、第１１条第１項の規定により実施した調査を

中止し、又は打ち切るときは、その旨を当該申立人に

通知しなければならない。

３ オンブズパーソンは、第１０条第２項の申立てを

受け、第１１条第１項の規定により調査を実施した子
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どもの人権案件について、これを第１５条から第１８

条までの規定により処理したときは、その概要を当該

申立人に通知しなければならない。

４ 前３項に規定する通知は、当該申立人にとって最

も適切な方法により行うものとする。

（市の機関への通知）

第１４条 オンブズパーソンは、子どもの人権案件の

調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、そ

の旨を通知するものとする。

２ オンブズパーソンは、第１１条第５項の規定によ

り、子どもの人権案件の調査を中止し、又は打ち切っ

たときは、前項の規定により通知した関係する市の機

関に対し、その旨を通知するものとする。 ３ オン

ブズパーソンは、次条から第１８条までの規定による

子どもの人権案件の処理を行ったときは、その概要を

必要と認める市の機関に通知するものとする。

（勧告、意見表明等）

第１５条 オンブズパーソンは、子どもの人権案件の

調査の結果、擁護及び救済の必要があると認めるとき

は、関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずる

よう勧告し、又は是正等申入れ書を提出することがで

きる。

２ オンブズパーソンは、子どもの人権案件の調査の

結果、制度の見直しの必要があると認めるときは、関

係する市の機関に対し、当該制度の見直し等を図るよ

う意見表明し、又は改善等申入れ書を提出することが

できる。

３ 前２項の規定により勧告、意見表明等を受けた市

の機関は、これを尊重しなければならない。

（是正等の要望及び結果通知）

第１６条 オンブズパーソンは、子どもの人権案件の

調査の結果、必要があると認めるときは、市民等に対

し、是正等の要望を行うことができる。

２ オンブズパーソンは、子どもの人権案件の調査の

結果、前条に規定する勧告、意見表明等又は前項に規

定する是正等の要望の必要がないと認める場合におい

、 、ても 第１３条の規定による申立人への通知のほかに

関係機関及び関係人に対し、判断所見を付した調査結

果を文書で通知することができる。

（報 告）

第１７条 オンブズパーソンは、第１５条に規定する

勧告、意見表明等を行ったときは、当該勧告、意見表

明等を行った市の機関に対し、是正等の措置等につい

て報告を求めることができる。

２ 前項の規定により報告を求められた市の機関は、

第１５条第１項に規定する勧告等に係る報告について

は当該報告を求められた日から４０日以内に、同条第

２項に規定する意見表明等に係る報告については当該

報告を求められた日から６０日以内に、オンブズパー

ソンに対し是正等の措置等について報告するものとす

る。

３ 市の機関は、前項に規定する報告を行う場合にお

、 、いて 是正等の措置等を講ずることができないときは

オンブズパーソンに対し、理由を示さなければならな

い。

（公表）

第１８条 オンブズパーソンは、その総意において必

要があると認めるときは、第１５条に規定する勧告、

意見表明等の内容を、公表することができるものとす

る。

２ オンブズパーソンは、その総意において必要があ

ると認めるときは、前条第２項の報告及び同条第３項

の理由を、公表することができるものとする。

３ オンブズパーソンは、前２項に規定する公表を行

う場合においては、個人情報の保護について最大限の

配慮をしなければならない。

第４章 補 則

（事務局等）

第１９条 オンブズパーソンに関する事務を処理する

ため、事務局を置く。

２ オンブズパーソンの命を受け、その職務の遂行を

補助するため、調査相談専門員を置く。

（運営状況等の報告及び公表）

第２０条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運

営状況等について、市長に文書で報告するとともに、

これを公表するものとする。

（子ども及び市民への広報等）

第２１条 市の機関は、子ども及び市民にこの条例の

趣旨及び内容を広く知らせるとともに、子どもがオン

ブズパーソンへの相談並びに擁護及び救済の申立てを

容易に行うことができるため必要な施策の推進に努め

るものとする。

（委任）

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が定める。

付 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成１１年３月規則第８号で、同１１年３月２３日

から施行。ただし、同条例第３章の規定は､平成１１

年６月１日から施行）
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2007年次・川西市子どもの人権オンブズパーソン等名簿

年 月 日現在2007 10 1

職 名 氏 名 職業等

オンブズパーソン
甲南大学教授羽 下 大 信

（代表オンブズパーソン）

オンブズパーソン
桜 井 智恵子 大阪大谷大学教授

（代表代行オンブズパーソン)

オンブズパーソン 泉 薫 弁護士

調査相談専門員(チーフ 森 澤 範 子 市嘱託職員相談員)

調査相談専門員(相談員) 太 田 朋 恵 市嘱託職員

同 杉 下 淳 哉 市嘱託職員

同 渡 邊 純 子 市嘱託職員

調査相談専門員( 野 澤 正 子 千里金蘭大学教授専門員)

同 塚 野 喜 恵 小児科医

同 田 中 文 子 (社)子ども情報研究センター所長

同 川 端 利 彦 児童精神科医

同 生 田 收 元校長

同 池 谷 博 行 弁護士



- 74 -

あ と が き

粛々とオンブズパーソン活動のサポートを行う事務局にとって、残念な出来事がありま

した。

それはオンブズパーソンがかかわる二つの案件に関する新聞報道があったことです。

いずれもオンブズパーソンの名前が記述されているものの、オンブズパーソンは勿論、申

立てをしている当事者（子どもやその家族）も知らない間に報道されてしまったものです。

報道機関の社会的使命に基づき報道されたことでしょうが、何よりも、その報道によっ

て当事者がさらなる苦しみと傷つきを背負わされたことが大変残念でなりません。

ご存知のとおり、子どもの人権オンブズパーソン活動については、年次ごとに可能な限

り『オンブズ・レポート(活動報告書 』や「活動報告会」によって、みなさまに公表し）

ております。

また、子どもの人権オンブズパーソンは、子どもとおとな（教師や学校など）の対立を

いたずらにあおるものではなく、建設的な対話と支援のなかで、子どもの傷つきを癒し、

もつれた関係を解きほぐしながら、学校や関係機関に働きかけ支援していくことを大切に

考えています。

一連の報道は、そういう営みを粘り強く慎重に取り組むオンブズパーソン活動に水を差

す結果となってしまっていますし、何よりも子どもの心情をさらに傷つけ、回復を鈍らす

ことになっています。

オンブズパーソンが関わった案件については、終結していない間に取材に応ずることは

なく、終結をみた案件であっても、個人情報保護を最大限配慮しながら公表義務のある年

次報告書以上のものは出さないことになっています。

オンブズパーソン活動は、何よりも相談者をはじめ、市民のみなさまとの信頼関係から

成り立つものです。主張が違ったり誤解があったりなど一見敵対するような案件であった

としても、オンブズパーソンは相互理解を求めて取り組むものですので、関係機関のみな

さまのオンブズパーソン活動へのさらなる理解と協力をお願いしたいと思います。

年 月 日2008 3 1

川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局


